
資料４ 　

新たな視点・取り組み

Ⅰ １ ◆ Ⅰ １ ◆

２ ◆ ２ ◆

３ 配偶者暴力相談
支援センター機能の

整備★

◆ 配偶者暴力相談
支援センター機能の
整備

３ 配偶者暴力相談
支援センター機能の
充実

◆ 配偶者暴力相談
支援センター機能の
充実

・複雑化・多様化する相談内容
への対応

４ ◆ ４ ◆

・被害者支援を円滑に行うための
ＤＶ対策関係課との連携強化
・「ＤＶ対応マニュアル（仮称）」の
作成

５ ◆ ５ ◆

６ ◆ ６ ◆

７ ◆ ７ ◆

Ⅲ ８ ◆ Ⅲ ８ ◆

◆ 安全確保のための
情報提供

◆ 安全確保のための
情報提供

９ ◆ ９ ◆

Ⅳ 10 ◆ Ⅳ 10 ◆

11 ◆ 11 ◆

◆ 生活の支援 ◆ 生活の支援

◆ ◆

12 ◆ 12 ◆

13 ◆ 13 ◆

Ⅴ 14 ◆ Ⅴ 14 ◆

◆ ◆

15 ◆ 民間支援団体との
連携強化

15 ◆ 民間支援団体との
連携強化

◆ 民間支援団体への
支援

◆ 民間支援団体への
支援

16 苦情に対する適切
な対応

◆ 苦情に対する適切
な対応

16 苦情に対する適切
な対応

◆ 苦情に対する適切
な対応

・民間支援団体のニーズによる
活動支援

<現行>
高岡市ＤＶ対策基本計画(H24.4～H29.3) 高岡市ＤＶ対策基本計画（第２次）(H29.4～H34.3)

（案）

高岡市ＤＶ対策基本計画　　現行計画と新計画（案）の体系比較

～暴力を許さない社会を目指して～ ～暴力を生み出さない社会を目指して～

基本目標 今後の取り組み 取組内容 基本目標 今後の取り組み 取組内容

暴力を許さない
意識づくりの推進

市民への啓発活動
の推進

啓発活動の充実 暴力を生み出さない
意識づくりの推進

市民への啓発活動

の推進★
啓発活動の充実 ・ＤＶに関する正しい理解の促進

（精神・経済・性的暴力、
面前ＤＶ、子どもへの影響）

若い世代への啓発

★
若い世代への啓発 若い世代への啓発

★
若い世代への啓発 ・中学１年生対象のデートＤＶ

予防啓発講座を１年間で全校
実施できる体制づくりに努める

研修の強化

Ⅱ安心して相談
できる体制の整備

Ⅱ身近で安心して相談
できる体制の整備

相談体制の充実★ 相談窓口の充実

早期発見のための
関係者への周知

通報や相談窓口の
周知

高齢者・障害者・外
国人等への支援の
充実

高齢者、障害者、
外国人等について、
早期に発見できるよ
う、窓口の連携強化

高齢者・障がい者・
外国籍市民等への
支援の充実

高齢者・障がい者・
外国籍市民等への
支援の充実

・男性被害者、性的少数者の相
談への対応
・多言語による男女平等推進セン
ター相談室案内カード

相談体制の充実★ 相談窓口の充実

職務関係者等の能
力向上への取り組
みの強化

研修の強化 職務関係者等の
能力向上への
取り組みの強化

・被害者支援を円滑に行うための
ＤＶ対策関係課との連携強化
・「ＤＶ対応マニュアル（仮称）」の
作成

被害者の安全の
確保

緊急時の安全確保 関係機関との連携
による安全確保

安全体制の充実 緊急時の安全確保

★
関係機関との連携
による安全確保

被害者の自立を
支援する体制の強
化

被害者に対する
適切な情報提供
及び支援の充実

被害者が安心して
適切な支援が受け
られるよう、関係課
の連携を強化

被害者の自立を支
援する体制の強化

被害者に対する適
切な情報提供及び

支援の充実★

関係課の連携強化
による適切な支援

子どもの安全保護と
心のケア

心身の健康回復に

向けた支援★
被害者の心身の
ケア

心身の健康回復に
向けた支援

被害者の心身の
ケア

生活再建に向けた
支援

住宅の支援

就業支援 就業支援

暴力を許さない高
岡ネットワーク

計画の推進・関係機
関の連携協力体制
の強化

計画の推進 暴力を許さない高岡
ネットワーク

計画の推進・関係
機関の連携協力
体制の強化

計画の推進

関係機関の連携強
化

関係機関の連携
強化

民間支援団体との

連携強化、支援★
民間支援団体との

連携強化、支援★

・相談の傾向、対応、支援内容を
情報共有
・市外からの相談が寄せられた
場合の円滑な支援のための広域
連携
・加害者に関する国・県・市町村・
民間団体の調査・研究の動向を
把握

被害者等に関する
情報保護

被害者等の情報
管理の徹底

生活再建に向けた
支援

住宅の支援

子どもに対する支援 ＤＶの環境にある子
どもについては、
児童相談所や学校・
幼稚園・保育所など
と連携し、安全保護
や心のケアを行う

子どもに対する支援

★は、重点的な取り組み

・公的機関への相談割合が低い
ため、相談窓口の更なる周知。

・相談員の資質向上
（専門研修、メンタルヘルス、
スーパービジョン）

・支援者に関する情報管理の
徹底

被害者に関する
情報保護

被害者の情報管理
の徹底

・緊急避難先の確保
・被害者及び支援者の安全確保

早期発見のための
関係者への周知

通報や相談窓口の
周知

・支援者や関係者が集まる会議
など機会を捉えて、積極的に協力
を依頼

 
 

計画の基本的な考え方 

（１）ＤＶはどんな理由があっても、決して許されないという認識に立つこと 

（２）ＤＶの特徴や被害の実態を客観的に理解し、ＤＶを生み出さない対策から、 

  被害者の立場に立った切れ目のない支援に努めること 

（３）本市の課題に即した取り組みの推進 

（４）国・県、市町村等の関係機関及び民間支援団体等との連携強化を図ること 

重点的に取り組む事業 

●ＤＶに関する正しい理解の促進 

●若い世代へのＤＶ予防啓発の推進 

●配偶者暴力相談支援センター機能と相談窓口の充実 

●緊急時の安全確保 

●関係機関、民間支援団体等との連携・協力 


